
起業支援事業補助金
新たに起業をしようとする方（第２創業可）に対し、施設の改修費、付帯設備等を補助します。

長野県飯山市

助成型（※2）

起業・創業

市内で事業を営もうとする法人又は個人であること。

～

市内の法人、個人：100万円、補助率1/2。市外の法人、個人：100万円、補助率1/3。

補助対象経費：設備の設置及び購入、建物の改修

経済部 商工観光課 商工係
電話：0269-62-0731（課直通）

https://www.city.iiyama.nagano.jp/soshiki/shoukou/shoukou/kigyoushien/56946
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